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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

農
業
協
同
組
合
の
生
活
購
買
事
業
に
お
け
る
中
小
商
業
者
と
の
摩
擦
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
六
十
二
年
九
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十
九
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衆 

議 
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議 
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三 

郎 

殿 

 

提 

出 

者 
 

井 

上 

和 

久 

 

一 

 



 

農
業
協
同
組
合(
以
下｢

組
合｣

と
い
う
。)

の
生
活
購
買
事
業
店
舗
出
店
に
係
わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て

よ
り
中
小
商
業
者
と
の
間
で
摩
擦
問
題
が
全
国
的
に
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。
農
林
水
産
省
経
済
局
は
昭
和
五
十

七
年
四
月
に
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
「
生
活
購
買
店
舗
の
設
置
及
び
運
営
に
あ
た
つ
て
は
、
従
来
に
も
増
し
て 

農
業
協
同
組
合
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一
三
二
号)

の
趣
旨
に
則
し
て
適
正
に
行
う
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け

る
事
業
協
調
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
農
協
系
統
組
織
に
自
主
規
制
を
求
め
つ
つ
、
指
導
の
強
化
を
図
る

こ
と
」
と
い
う
通
達
を
出
し
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
通
達
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
順
守
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
愛
媛
県
下
の
一
部
組
合

の
行
動
は
中
小
商
業
者
に
と
つ
て
は
死
活
問
題
に
さ
え
な
つ
て
い
る
。 

か
か
る
状
況
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

農
業
協
同
組
合
の
生
活
購
買
事
業
に
お
け
る
中
小
商
業
者
と
の
摩
擦
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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三 

農
業
協
同
組
合
法
第
十
条
で
、
「
（
前
略
）
組
合
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
組
合
員
以
外
の
者
に

そ
の
施
設
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、（
中
略
）
一
事
業
年
度
に
お
け
る
組
合
員
以
外
の
者
の
事

業
の
利
用
分
量
の
額
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
組
合
員
の
事
業
の
利
用
分
量
の
額
の
五
分
の
一
を
超
え
て

は
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
は
形
骸
化
さ
れ
ほ
と
ん
ど
厳
守
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
規
定
に
関 

一 
昨
今
、
組
合
の
中
に
は
、
生
活
購
買
店
舗
の
設
置
を
め
く
り
、
地
元
中
小
商
業
者
と
の
間
に
ト
ラ
ブ
ル
を
ひ

き
お
こ
し
て
い
る
事
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
農
業
協
同
組
合
法
の
趣
旨
を
逸
脱
し
た
行
為
に
対 

し
、
政
府
は
ど
う
対
処
し
て
き
て
い
る
の
か
。 

二 

昭
和
五
十
七
年
四
月
の
通
達
の
中
で
、
「
都
道
府
県
に
、
農
協
系
統
組
織
及
び
中
小
商
業
者
の
代
表
、
関
係 

 

行
政
機
関
の
担
当
職
員
等
を
も
つ
て
構
成
す
る
生
活
購
買
店
舗
等
に
関
す
る
協
議
会
を
設
置
す
る
」
と
あ
る
が
、

現
在
の
同
協
議
会
の
構
成
及
び
運
営
の
在
り
方
に
問
題
は
な
い
か
。
中
小
商
業
者
の
意
見
が
十
分
反
映
さ
れ
る

よ
う
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

四 

 



 

 

五 

し
、
政
府
は
い
か
な
る
実
効
あ
る
措
置
を
講
ず
る
用
意
が
あ
る
の
か
。 

四 

組
合
員
の
生
活
物
資
の
購
入
に
は
不
自
由
し
な
い
と
み
ら
れ
る
地
域
、
即
ち
大
型
店
出
店
過
密
地
域
及
び
中

小
商
業
者
が
十
分
存
在
し
て
い
る
地
域
へ
の
組
合
の
生
活
購
買
店
舗
の
出
店
は
、
農
業
協
同
組
合
法
の
趣
旨
に

そ
ぐ
わ
な
い
と
考
え
る
が
、
見
解
を
求
め
る
。 

五 

愛
媛
県
松
山
市
に
お
い
て
は
、
組
合
の
生
活
購
買
店
舗
が
先
述
の
通
達
に
反
し
、
常
時
、
特
設
売
場
を
店
外

に
設
け
売
場
面
積
を
広
げ
た
り
、
員
外
利
用
を
誘
発
す
る
不
特
定
多
数
の
消
費
者
を
対
象
と
し
た
広
告
及
び
誇

大
広
告
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
事
実
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
ど
う
対
処
す
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


